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×

評価額 ＝ 評 点 数 評点一点当たりの価額×

損耗の状況による
減  点  補  正  率× １円 × ×

再 建 築 費 評 点 数

標  準
評点数 × ×

新

増

分

計算単位
の数値

前評価基準による

再建築費評点数 ×
再建築費
評点補正率

在

来

分

○木造家屋
特別区等 8市 1.00
青森市等37市 0.95
盛岡市等 2市 0.90

○非木造家屋  
1.00（全国一律）

○木造家屋
  1.05（全国一律）

○非木造家屋
  1.10（全国一律）

○10㎡以下で簡易
1.00（全国一律）

物価水準による
補 正 率

設計管理費等による
補 正 率

需給事情による
減 点 補 正 率

補正
係数

・経年減点補正率
 （原則）
・損耗減点補正率
 （特別な場合のみ）

○経年減点補正率基準表
･ 木造家屋 (別表第 9)   9種類

  ･ 非木造家屋(別表第13)  10種類
  
･ 積雪地域又は寒冷地域の級地の区分

 （別表第9の2）
○部分別損耗減点補正率基準表(別表第10)

○再建築費評点基準表
 ･ 木造家屋  (別表第 8)    7種類
 ･ 非木造家屋(別表第12)   9種類
 ･ 単位当たり標準評点数 (別表第12の2)

必要がある
場合のみ

○木造家屋 1.11

○非木造家屋 1.07

＝

＝

＝
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１．家屋評価の流れ
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家屋評価システムの主な機能は、この部分のみ
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家屋の固定資産税評価額を算出する以下の流れのうち、緑の部分に関しては、基本的には家屋評価
システムではなく、基幹系情報システム（税システム）で行われる。
○基幹系情報システム（税システム）：標準化の対象
○家屋評価システム：標準化の対象外

家屋評価システムは標準化の対象外であるため、自由度が高く、また次ページの過去のアンケート結
果は家屋評価システムに関するものである。

NTT-ATエムタック株式会社HPより
https://www.mtack.co.jp/products_housas

２．家屋評価システムと基幹システム
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Q１２．家屋評価システムを標準化するとした場合に実装して欲しい機能があれば教えて下さい（自由記入）

➢ 要望の機能として、大きくは「現在のシステムに備わっている機能」と
「現在よりさらに利便性が向上する機能」に分けられる。

➢ 「現在のシステムに備わっている機能」としては、独自評点、評点数の
転用、基幹システムとの連携などが該当する。

➢ 「現在よりさらに利便性が向上する機能」としては、見積書等から自動
で計算する機能、他市町村評価物件の検索機能、他団体との情報交
換機能などが該当する。

➢ 標準仕様の実現に向けては、各社の競争性確保の観点から、現在オ
プションで備わっている機能をどこまで標準仕様に入れるか検討が必
要となる。

３．自治体アンケート結果
（過去の委員会資料（一部加工））

市町村

独自評
点・独自
補正の
作成

評点数
の転用

補正率
の自動
計算機
能

過年度
の評価
計算機
能

平面図・
仕上表・
見積書
等から
自動で
計算及
び作図
できる機
能

登記情
報・GIS
等との
連動

基幹シ
ステムと
の連携

過去の
評価物
件や他
市町村
評価物
件の検
索機能

他団体
との情
報交換
機能

タブレッ
ト化に対
応した機
能

Excel
データ等
の一括
インポー
ト及びエ
クスポー

ト

評価基
準改正
点の自
動更新
機能

比準評
価の機
能

不動産
取得税
との連
携

文書作
成機能

エラー
チェック
機能

スケ
ジュール
管理機
能 なし その他

特別区・政令市 1 0 1 2 6 1 2 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 1 4

中核市 5 0 1 6 12 3 8 1 0 1 2 0 7 1 1 4 2 1 8

その他の市 35 10 11 19 75 29 40 14 8 24 14 11 4 5 16 11 8 41 36

町村 23 3 4 16 38 14 21 12 2 5 6 2 2 5 13 8 1 71 38

合計 64 13 17 43 131 47 71 27 10 31 24 13 17 11 31 23 11 114 86

都道府県 7 1 0 0 9 0 2 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8
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下記のとおり、税務の分野（各税目の課税・証明等に用いる基幹システム）においては標準化が進
められているが、固定資産税評価に係るシステムは現在のところ標準化の対象とされていない。

標準化対象業務の範囲
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４．システム標準化の対象範囲

「地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係府省会議」（R3.9.22 第1回）資料より
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【今年度スケジュール案】

○第１回（６月１７日） ・・・ テーマ説明等

○第２回（８月２９日） ・・・ 家屋評価システムの仕組み等

○第３回（１１月頃）  ・・・ CAD・BIMの現状等

○第４回（１月頃） ・・・ 第２回、第３回を踏まえた、現状の固定資産評価
への活用策とその課題の整理

○第５回（３月頃） ・・・ 報告書案
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